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はじめに 

 

大阪市では、職員一人ひとりがやりがいをもって職務に取り組むことで、その持てる力を

最大限に引き出す人材育成体制の確立をめざし、平成 19 年 1 月に「大阪市人材育成基本方

針」（以下、「基本方針」という）を策定しました。さらに、基本方針を具現化し、推進するこ

とを目的に、同年４月「大阪市職員人材開発センター」（「職員研修所」は廃止）を開設し、全

庁的に職員の人材育成、職場風土改革に取り組んできました。 

 

その後も、本市をとりまく環境の変化をふまえ、基本方針を改訂し、人材育成部門と人事

部門の連携のもと、めざす職員像や強化するべき能力を明確化するなど人材育成の方針を示

してきました。 

 

 また、本市では、2040 年問題といわれる生産年齢人口の絶対的不足を見据え、予見され

る課題や見えてくる変化に対応し改革を一層進めていくことにより、「未来へつなぐ市政改革」

の実現をめざす「新・市政改革プラン」を令和 6 年 3 月に策定し、取組方針として、業務改

革の推進、働き方改革、DX の推進等を掲げています。 

 

とりわけ、業務改革の推進の取組項目の一つを職員の人材育成としており、自ら学び考え

行動する「自律した職員」の育成に向け、本市をとりまく状況や環境が大きく変化する中に

おいても、限られた行政資源でこれに対応し、市民サービスの向上を図るため、自主的・主

体的に行動することができる職員や専門性、行動力のある職員の育成・支援などに取り組む

必要があります。 

 

さらに、急速な社会情勢の変化や民間、自治体間の人材獲得競争が激しくなる中、優秀な

人材の確保や多様な職員の意欲・能力の活用につなげる取組を進めていくことも必要です。 

 

加えて、本市ではデジタル社会の進展を踏まえ、「Re-Design おおさか ～大阪市DX 戦略

～」を令和５年３月に策定し、全庁的に DX を強力に推進するための体制の一つとしてＤＸ

人材育成を位置付けています。ＤＸ推進の最も重要な基盤は人であり、ＤＸ人材の育成・確

保にも取り組まなければなりません。 

 

これらに対応した人材育成及び人材確保に向けた取組を推進するため、令和５年 12 月に

総務省より示された「人材育成・確保基本方針策定指針」も踏まえ、このたび基本方針を「大

阪市人材育成・確保基本方針」として改訂しました。 

大阪市は、人材育成のみならず、人材確保や職場環境の整備を図るという総合的な観点に

より、職員の能力向上や組織力を高めることで質の高い市政運営の実現につなげていきます。 



- 2 - 

 

目 次 

１ 人材育成・確保基本方針の改訂の背景 

（１）大阪市をとりまく状況 ........................................................................................ - 3 - 

（２）人材育成・確保の必要性 ..................................................................................... - 3 - 

２ めざす職員像と求められる能力 ................................................................................. - 5 - 

（１）めざす職員像....................................................................................................... - 5 - 

（２）職員に求められる行動姿勢 ................................................................................. - 5 - 

（３）職員に求められる能力 ........................................................................................ - 6 - 

（４）現状において特に職員が強化するべき能力 ......................................................... - 6 - 

３ 人材育成の基本的な考え方 ........................................................................................ - 8 - 

（１）人材育成を推進する枠組 ..................................................................................... - 8 - 

（２）人材育成の進め方 ............................................................................................... - 9 - 

（３）キャリア形成を通じた人材育成 .......................................................................... - 9 - 

４ 人材育成における責務と役割 ................................................................................... - 11 - 

（１）自律した職員づくり .......................................................................................... - 11 - 

（２）職員の責務 ........................................................................................................ - 11 - 

（３）管理監督者の責務 ............................................................................................. - 11 - 

（４）所属（人材育成部門・人事部門）の役割 .......................................................... - 12 - 

（５）人材育成部門..................................................................................................... - 13 - 

（６）人事部門 ............................................................................................................ - 15 - 

５ 人材確保に向けた基本的な考え方 ............................................................................ - 17 - 

６ 人材確保に向けた具体的な取組 

（１）公務の魅力の発信 ............................................................................................. - 17 - 

（２）多様な試験方式の工夫 ...................................................................................... - 18 - 

（３）多様な人材の採用 ............................................................................................. - 18 - 

（４）新たな採用制度の創設 ...................................................................................... - 18 - 

 （５）外部人材の活用……………………………………………………………………….. - 18 - 

 おわりに ...................................................................................................................... - 18 - 



- 3 - 

 

１ 人材育成・確保基本方針の改訂の背景 

 

（１）大阪市をとりまく状況 

少子高齢化の進展に伴う生産年齢人口の減少をはじめ、大規模災害・感染症などの新た 

なリスクの顕在化、デジタル社会の進展等により本市を取り巻く状況は大きく変化してお

り、限られた行政資源の中で、こうした変化に柔軟に対応し、かつ、新たな行政ニーズにも

的確に対応できるよう、効果的・効率的な行財政運営を追求しなければなりません。 

かかる状況のもと、大阪市では、従来からの業務の進め方の改革（見直し）を推進するこ

とと併せて、地域の特性や住民ニーズに応じた施策・事業を展開していくとともに、大阪

の成長の実現のため、国内外の様々な主体との連携が不可欠となっています。 

一方で、業務委託の推進、有期雇用の職員、臨時・非常勤職員の活用拡大、職員の定年の

段階的引上げ、育児等のため時間的制約のある職員等公務を支える職員は多様化し、職場

環境も大きく変化しています。 

加えて、「次世代育成支援対策推進法」や「女性の職業生活における活躍に関する法律」

の趣旨に則り、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を確保し、男女ともに能力

と個性を十分に発揮できる職場環境を構築することや、民間及び行政においても、デジタ

ル技術やデータを活用した業務プロセス・サービスの変革が必須とされていることなどに

鑑み、市民の QoL（生活の質）向上と都市力向上に向けて、DX の推進が求められていま

す。 

 

（２）人材育成・確保の必要性 

行政課題の複雑化・多様化に伴い、職員に求められる能力はより専門化・複雑化してい

ます。一方で、将来的な労働力不足が見込まれる中、限られた行政資源でこれらの状況に

柔軟に対応するためには、職員の能力の一層の向上を図り、その有する可能性・能力を最

大限引き出していくことが必要であり、これまで以上に積極的に人材育成に取り組むこと

が必要となっています。 

とりわけ、全庁的に DX を強力に推進するためには、職員一人ひとりが自ら DX に取り

組むというマインドを醸成する必要があるとともに、データやデジタル技術の活用力（デ

ジタルリテラシー）は、行政においても必要不可欠のスキルとなっているため、改めて職

員の学びなおし（リスキリング）が必要となっています。加えて、DX を積極的に推進でき

る人材も重要です。さらに、地域住民や国内外を問わず企業などの多様な主体との連携や

調整する能力を身につけるには、経験を学びに変えていくことが必要となります。これら

をふまえて、人材育成は意図的・計画的に行う必要があります。 

そういったことから、市政運営の基礎となる個々の職員及び職場全体の力を向上させる

ため、自主的・主体的に行動することができる職員の育成や幹部（候補）の育成を進めると

ともに、複雑化・多様化する行政課題にも対応できる専門性や行動力のある職員を育成す

る必要があります。また、職員が能力を高め、組織の中で持てる能力を発揮し、意欲を持っ
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て仕事ができるよう管理監督者のマネジメント能力の向上を図ることも重要です。 

さらに、地域課題や社会ニーズに対応した行政サービスを提供し続けていくには、人材

育成のみならず、高い志と意欲を持った有為な人材を将来にわたってしっかりと確保して

いくことも重要です。近年においては、DX 推進への対応や公共インフラの老朽化など、喫

緊の課題に対応する中で深刻な専門人材の不足に直面していることから、大きく変化して

いく行政課題に対応するため、外部人材の活用も含めた多様な人材の確保を行う必要があ

ります。 
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２ めざす職員像と求められる能力 

 

（１）めざす職員像 

社会環境の変化に対応し、職員としての役割を果たすためには、職員一人ひとりが主体

的に考え行動し、能力を高め続けていくことが重要です。 

すなわち、「自ら学び考え行動する『自律した職員』」をめざすことが求められます。 

 

（２）職員に求められる行動姿勢 

  自律的な職員であるには、大阪市職員としてどうあるべきかを考え行動することが必要

です。その基本となるのが「職員に求められる『行動姿勢』」であり、職員一人ひとりが「市

民志向」「チャレンジ精神」「プロ意識」を持って職務を遂行することが求められます。 

 

 

 

めざす職員像

自ら学び考え行動する『自律した職員』

•担当業務において、課題設定、目標設定をする

•職員としての役割をふまえ、何をすべきか考え行動する

•どんな職員になりたいのかイメージする

•自分の強み、弱みを理解し、自己啓発を行う

職員に求められる『行動姿勢』

市民志向

•常に市民の視点に立って、自らの職務に取り組む

•市民の視点から問題を発見し、政策課題を設定する

チャレンジ精神

•変化・失敗を恐れず、学び続け、広い視野と豊かな想像力、先見性を持ち、自
らの持てる力を最大限に活用し、職務に挑戦する

プロ意識

•自らの仕事に対して「誇り」と「自信」を持ち、組織に貢献する

•仕事を成し遂げる高いプロフェッショナル意識を持って職務に取り組む

◆自律した職員とは 
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（３）職員に求められる能力 

職員には、「市民志向」、「チャレンジ精神」、「プロ意識」を持って職務を遂行することが

求められ、同時に職員として求められる能力を身につける必要があります。 

職員に求められる能力は多岐にわたりますが、組織で働く人に共通して求められる能力

は、大きく「職務遂行能力」「対人関係能力」「概念化能力」の３つに分類されます。 

これらの能力は、図１に示すように職位等により要求される度合が異なります。 

特に「対人関係能力」は、どの職位でも必須の要件であり、継続して能力を高めていくこ

とが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）現状において特に職員が強化するべき能力 

  行政の「プロ」として、社会環境変化に対応した施策を推進していくためには、特に①

～③の３つの観点から以下の能力を強化していくことが求められます。 

 

 

 

・担当業務に関する専門的な知識や技能を習得し、活用する能力 

・自分が持つ専門的な知識や技能をさらに深化させる能力 

・デジタル技術の進展やグローバル化などの社会環境の変化に対応するために求めら

れる能力 12 

 
1 デジタル技術関連の専門的な知識や技能、語学力や多文化共生に関する知識など 

 

 

 

図１：職位ごとに求められる能力 

ロバート・カッツが提唱した「カッツ・モデル」を基に作成 

 

観点① 行政としての専門性の維持・向上 

【概念化能力】 
知識や情報などを体系的に組

み合わせ、複雑な事象を概念化
し、物事の本質を把握する能力 
総合的な情勢判断と政策決定

を行う能力 
 
【対人関係能力】 
職場内外を問わず相手をよく

理解し、関係を構築し、目標に
向けて業務を進めていくことが
できる能力 

 
【職務遂行能力】 
 業務を進める上で必要な知識や
技能 

職務遂行能力 

（テクニカル 
スキル） 

 

対人関係能力 

（ヒューマン 
スキル） 

 

概念化能力 

（コンセプチュアル 
スキル） 

 

区長・ 

局長 

 

部長 

 

課長 

課長代理 

係長 

 

 

係員 
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・データやデジタル技術の活用を前提に、利用者の目線に立って、サービスデザイン思 

考を持ち、業務や行政サービスの変革を進める能力 

 

 

 

・市民視点を常に意識し、問題を認識する能力 

・情報やデータを正しく収集・分析し、課題の設定、政策立案ができる能力（EBPM2） 

・前例や経験の枠組にとらわれず、課題解決に導くことができる能力 

・多様なステークホルダーとの合意形成に向け調整できる能力 

 

 

 

・部下や後輩の意欲を高め、育成する能力 

・組織目標を明確化し、周囲を巻き込み目標達成を図ることができる能力 

・自分が持つ専門的な知識や技能を部下や後輩へ伝えるなど適時適切なアドバイスや、

職場力（チームワーク）を発揮できる職場環境づくりに向けたコミュニケーション能

力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Evidence Based Policy Making：政策目的を明確化したうえで、各種データを活用した合理的根拠（エビデ

ンス）に基づき政策立案すること。(大阪市データ活用方針より) 

 

観点② 政策の企画立案・推進 

観点③ 組織力の向上 
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３ 人材育成の基本的な考え方 

 

（１）人材育成を推進する枠組 

人材育成部門においては、ＤＸ人材も含め、職場での人材育成が一層機能するよう、階

層別研修をはじめとした研修やさまざまな事業・制度を実施し、職場における人材育成活

動の支援に取り組む必要があります。 

また、人事部門においては、人事異動、昇任・昇格、人事評価等の各制度を職員の意欲

や能力を高めていく視点を持って整備・運用することが求められます。 

職員の能力開発は、仕事を通じて図られる側面が大きく、職場での人材育成が重要とな

ります。管理監督者には、日常の進行管理等の一連の仕事の流れの中に、人材育成の視点

を持って部下に対するマネジメントを行うことが求められます。また、職員相互に成長で

きる職場環境づくりも重要です。各所属においては、所管業務や課題に応じた研修の実施、

職員の意識改革、職場風土改革の取組など、職場の人材育成が機能するよう支援する必要

があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２：人材育成を推進する枠組 

主に人事課 

人事異動、昇任・昇格、

人事評価等の各制度を、

職員の意欲や能力を高め

ていく視点を持って整

備・運用する。 

人材育成視点の人事管理 

人材育成がより機能するための制度・研修 

職場での人材育成 

  

管理監督者が、仕事を進める過

程全体を人材育成の機会として

とらえ、日々のマネジメントを行

う。また、人事評価における面談

などにおいても人材育成の視点

を持って支援を行う。 

人を育てる職場マネジメント 

管理監督者が、お互いに学び合

い教え合う雰囲気や組織目標が共

有されている職場環境づくりに取

り組み、職員相互の成長、チーム

力の向上につなげる。 

人を育てる職場環境 

主に職員人材開発セン

ター 

職場での人材育成が

より一層機能するよう、

階層別研修をはじめと

した研修やさまざまな

事業・制度を実施し、職

場における人材育成活

動の支援を行う。 

主にデジタル統括室 

DX の推進に向けて、デジ

タルの知識やスキルの向上

となる各種研修の実施や学

習教材を提供し、職場にお

ける DX 人材育成活動の支

援を行う。 

人材育成を支援する取組 

ＤＸ人材育成を支援する取組 
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（２）人材育成の進め方 

人材育成の主役は職員自身であり、主体的に自己啓発に取り組むことが求められますが、

個人の取組に任せておくだけでは、必ずしも職員に求められる能力が身につくわけではあ

りません。 

人材育成の基本的な方法としては、「OJT(職場研修)3」「Off-JT(職場外研修)4」「自己啓

発5」の３つの方法があります。 

図３にあるように、OJT、Off-JT、自己啓発の３つの方法を機能させることで人材育成

を図ります。 

特に、ＯＪＴは、「仕事を通じて行う」という点で、他の能力開発と大きく異なり、管理

監督者は、日常的に職員の能力に合わせた人材育成が行えるメリットを十分に活かすこと

ができるよう積極的に取り組むことが求められています。また、業務の支援にとどまらず、

自己啓発につながるようキャリア6形成を支援することも必要です。 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）キャリア形成を通じた人材育成 

  職員のキャリア形成を支援することは、個人の能力を高めるだけでなく、結果的に個人

の集合体である組織に好影響をもたらし、質の高い市政運営の実現につながります。職員

一人ひとりの成長意欲を継続させていくために、図４の考え方に基づきキャリア形成支援

を行います。 

 
3 On-the-Job Training：職場の上司や先輩が、部下や後輩に対し、日常的に職務のあらゆる場面を通じて業

務に必要な知識・技術・技能・態度などを、計画的・継続的・反復的に指導し、習得させるもの。 
4 Off-the-Job Training：職場を離れて、職員としての基礎的な知識、業務遂行能力、職場では得がたい専門

知識などを体系的・集中的に学ぶこと。主なものに職員人材開発センターや所属が実施する研修がある。 
5 職員が能力開発に自ら取り組むこと。興味があることや職務遂行上必要となる知識や技能を自発的に職場外で

学習すること。読書、資格を取得するための学習、通信教育を受講する、大学院に通う、外部のセミナーに参加

するなどがある。 
6 キャリアについては、多くの定義がありますが、基本方針では「一連の仕事経験の積み重ねにより出来上がっ

ていく個人の仕事の経歴」と定義します。キャリアを形成することをキャリアデザインとも言いますが、キャリ

アを形成することにより能力が開発されていきます。自らの欲求と期待を組織目標との調和の中で最適に実現す

ることをめざすこととしています。 

人材育成 

ＯＪＴ 

自己啓発 Ｏff-ＪＴ 

図３：ＯＪＴ、Ｏff-ＪＴと自己啓発の関連 
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図４：キャリア形成支援の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 求められる能力がより専門化・複雑化する中においては、職員がキャリアを考え、自己啓

発による能力開発に取り組むことが必要です。 

 図５のとおり、キャリアは人事制度等と関連しているため、職員は、組織から期待される

役割をふまえたうえでキャリアの意向を上司に伝え、上司の助言と支援を受けるとともに職

務経験や自己啓発を通して成長し、自己実現をめざしていきます。 

 キャリアには、外的キャリアと内的キャリアがあり、外的キャリアは所属・役職など人事

異動や組織の状況等において左右されるため、自分の望むとおりになるとは限りません。 

また、内的キャリアは、自分のやりたいこと、自分がどのようなことに意味や価値を感じ

るのかということであり、実務経験の中で理解と納得が深まっていくものです。このように、

自分の望むものと組織の要望の両方のバランスをとりながらキャリア形成し、自己実現を図

っていきます。その結果として、組織への貢献につなげることができます。 

 

図５：人事制度とキャリアの関係 

職員 組織

職員は主体的にキャリアをデザインし、
能力開発を行い、組織に貢献する 

組織は、職員が自律的にキャリア形成
できるように支援する 

職員に対するキャリア形成支援 

 

能力開発の推進 

 

職員の能力向上 

 

組織力の向上 

 

質の高い市政運営の実現 

自己実現 

人事評価 

目標管理 

キャリアデザイン
シート 

（自己申告書） 

人事異動 

能力開発 
 

キャリア
形成 

自己のキャリアプラン

に関する意向を伝える 

⇒上司から助言・支援

を受ける 

庁内公募・FA制度 

組織目標 

できたこと、できなかっ

たことを客観視する 

⇒上司からのフィードバ

ックを受ける 

自分の望むものと組織

の要望とのバランスを

とりながらキャリアを

形成する 
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４ 人材育成における責務と役割 

 

（１）自律した職員づくり 

「自律した職員づくり」のため、人材育成部門は、市政を担う人材の育成を全庁的に推

進する役割を担います。 

また、人事部門は、すべての職員の意欲や能力を最大限に引き出し、組織力を向上させ

ていく役割を担います。 

 

（２）職員の責務 

めざす職員像である自律した職員として、能力を活かし大阪市（組織）に貢献していく

ためには、職員自身が組織の中における自己の役割を認識し、日々の業務に積極的に取り

組む中で自己のキャリアについて考え、能力開発に努めなければいけません。 

また、管理監督者と十分なコミュニケーションを図り、管理監督者の助言を受けながら

強みや弱みを認識し、さらなる能力開発に取り組んでいくことが必要です。 

職員基本条例においても、「職員は、自らのキャリア形成のため、主体的に自己啓発に努

めなければならない。」と明記されています。自分自身が仕事を通して「どのようになりた

いのか」「何を得たいか」を明確に語れるようキャリアをデザインし、計画的に自己啓発を

行っていくと同時に、自分自身のキャリアと組織への貢献とのバランスをどう実現してい

くのかを考えることが大切です。さらに、人事評価や自己申告を自己のキャリアを考える

機会としてとらえ、管理監督者のアドバイスも参考としながら主体的に能力開発に取り組

んでいくことが求められます。 

とりわけ、市民サービスの向上や行政運営の効率化を推進するため、DX推進の必要性・

重要性について理解を深めるとともに、必要となる知識・スキルを習得し、積極的に業務

に活用する姿勢を養う必要があります。 

その他、５Ｓ・標準化に基づく改善や問題解決に取り組み、状況に応じてリーダーシッ

プを発揮しながら、組織の生産性を向上させていくことが望まれます。 

 

（３）管理監督者の責務 

部下職員の持てる能力を引き出し、成長を促すなどの「人材育成」が管理監督者の責務

です。 

管理監督者は、部下職員の能力開発のニーズを的確に把握し、それぞれの能力に応じた

指導を行いうる立場にあり、また、日々の取組姿勢が部下職員の意識や職場の雰囲気に大

きな影響を与えることから、人材育成を推進するうえで重要な役割を担っています。 

こういった役割を十分に認識し、日常業務においても部下職員の能力を引き出し、成長

を促す観点から機会を捉えて適切なコミュニケーションを図って信頼関係を構築し、適時

適切なアドバイスを与えなければなりません。 

人事評価や自己申告の面談時にも、人事管理の側面だけではなく人材育成の観点から、
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キャリア形成に向けて求められる能力開発や具体的な目標設定につながる前向きな助言や

支援を行えるよう、市政の方向性や職場の組織目標について自らの言葉で語り、チーム力

の向上に努めることはもとより、キャリア支援に関する知識およびスキルを身につけるこ

とが求められています。 

特に、キャリアについては、職員が望むキャリアと組織が要望するキャリアの両方のバ

ランスをとりながら積みあがっていくものであり、管理監督者には、部下職員のキャリア

プランに関する意向に配慮した動機付けやキャリア支援がより一層求められています。 

また、職員の価値観や雇用形態の多様化、ワーク・ライフ・バランスなどを念頭に置き、

画一的なスタイルではなく、多様な職員に配慮したマネジメントを行うことが求められて

います。 

さらに、DX人材の観点では、管理監督者（局部長級）は、大阪市を取り巻く環境の変化

をとらえ、データ・デジタル技術を戦略的に活用するために、大阪市の DX の方向性を踏

まえ、自組織としての DX の取組をリードする必要があります。 

また、管理監督者（課長・課長代理級）は、DXの必要性を理解し、自らの担当業務にお

いて、デジタルの資源（デジタル人材・デジタル技術・データ）を活用し、組織・プロジェ

クトをけん引する必要があります。 

その一方で、管理監督者が一人で部下職員の育成を担うことには限界があるため、職場

の中で、職員同士が気軽にアドバイスをしたり質問ができる雰囲気づくりや知識・ノウハ

ウが共有できる風土づくりなど、人材育成が日常的に行われる職場環境を実現できるよう

マネジメントしていくことも求められます。 

 

（４）所属（人材育成部門・人事部門）の役割 

所属においては、所属長の方針のもと、人材育成担当と人事担当が職場の管理監督者と

も連携して、業務の遂行と業務に精通した「プロ」の人材を育成する役割を担います。 

  所属長は職場の実態や問題点、課題を的確に把握したうえで、所属における人材育成の

方針を示す必要があります。 

  所属の人材育成担当は、所属長の方針のもと、職場で適切な業務遂行とマネジメントが

行えるよう人材育成を中心的な立場で推進していくことが必要です。研修については、OJT

を基本としながらも、職員に必要な能力・スキルと職場実態を勘案したうえで所属研修の

実施計画に反映し、適時適切に研修を行うと同時に業務に必要な資格の取得支援等を適切

に行うことが重要です。併せてＤＸ推進に必要な能力・スキルの育成にも注力し、自所属

のＤＸ取組状況に応じた研修を展開することで、職場全体のＤＸ推進の機運を高めること

も重要です。  

  また、所属の人事担当は、職員が持てる能力を発揮し、組織のパフォーマンスを高める

ためには、職員の適性やキャリアプランに関する意向なども考慮し、中長期的な視点もふ

まえた適材適所の人事配置を行うことが求められます。 

  さらに、職員の意識改革や職場風土改革を進めながら、人材育成に取り組んでいくこと

が重要です。 
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（５）人材育成部門 

①職員人材開発センターの役割 

職員人材開発センターの役割は、様々な手法を用いた職員の能力開発と意識改革・職

場風土改革により、市政を担う人材の育成を全庁的に推進することです。また、デジタル

技術やデータを活用して、あらゆる業務や行政サービスそのものを変革することが求め

られる現状に対応するため、DX の取組においても、適切な方法で人材の育成を全庁的に

推進することです。  

職員の能力開発、人材育成を促進し、質の高い市政運営の実現をめざすために人材育

成に関する知識・能力を高めていくことが必要であることから、人材育成に関わる職員

の研鑽に努めながら、次のような役割を担います。 

・各階層に必要な能力・スキル・コンプライアンス意識を持った職員を育成すること 

・職場において適切な業務遂行、マネジメントが行われるよう職員の能力・資質の向上

を図ること 

・職員がキャリアを考え、成長意欲を高め続けられるように支援すること 

・職員の自己啓発意識を高め、能力開発を支援すること 

・職員の意識改革・職場風土改革を推進すること 

・所属に対して人材育成に関する支援・助言を行うこと 

・組織横断的な人的ネットワークの形成を支援すること 

・人材育成に係る施策の総括的な検証及び検討を行うこと（人材育成推進委員会） 

 

 ②職員人材開発センターの取組 

➢ 階層別の役割に応じた研修 

 各階層（役職や職種、勤続年数）に応じて、必要な知識、業務遂行能力、職場では

得難い知識などを体系的・集中的に学べるよう研修を実施します。また、事務職・専門

職を問わず受講対象とすることで、総合的な視点・能力を持った職員を育成します。 

 

➢ キャリア形成支援 

職員が組織の求める役割を認識したうえで、キャリアをデザインし、自己実現をめ

ざすことができるようキャリアデザイン研修を実施します。また、管理監督者が、人

事評価および自己申告時の部下との面談に際して、キャリアに関する的確なアドバイ

スができるスキルを身につけるため、階層別研修等においてキャリアに関する理解を

深め、キャリア支援のスキルを向上させます。 

 

➢ 職場風土改革・活性化支援 

 各所属における職場風土改革や活性化につながる取組を共有する等、職員がお互い

に認め合い、やる気をもって取り組める組織風土の醸成を推進します。 
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➢ 政策の企画立案・推進に資する能力向上 

多様化する行政課題に対応するため、政策形成能力や企画力等の向上を図る研修を

実施します。また、職員提案制度を実施し、職員から市政・業務等に関する提案を広く

募集し、優れた提案に対して市長表彰を行います。 

 

➢ 自己啓発支援 

    職員一人ひとりの自己啓発意識を高め、能力開発を行う職員を増やすために、勤務

時間外に自己啓発のための講座・研修等を実施します。また、専門的な知識の習得に

対する意欲を持つ職員を支援するために、大学通信講座や社会人大学院の受講支援を

行います。さらに、職員が行った自己啓発を「見える化」し、自己啓発を行う職場風土

を醸成することを目的に資格等申請制度を実施します。 

 

➢ 派遣研修 

高度で専門的な知識や幅広い視野などを獲得し、将来にわたり、市政の運営をけん

引し、組織に貢献する人材を育成するため、自治大学校派遣研修、海外研修、民間企

業との人事交流研修等を行います。 

 

➢ 所属人材育成支援 

    ｅラーニングシステムを運用し各所属での活用を促すことで、各所属における職員

の専門性の向上に寄与するとともに、時間や場所に捉われない、より効果的・効率的

な人材育成を推進します。また、各所属における人材育成が円滑に行われるよう、人

材育成に関するガイドブックを作成するなど、人を育てる職場マネジメントや職場環

境づくりを支援します。 

 

 ③デジタル統括室の役割 

  デジタル統括室の役割は、各所属に対し全庁的な DX 推進の司令塔の役割を果たしつ

つ、取組の企画構想段階からの支援を行うなど、各所属と緊密に連携しながら DX を推

進していくことです。様々な DXの取組が全庁的に推進されている中、各所属において、

さらに DX を推進していくために、実践で必要となるデジタル技術及び専門的な知識を

持つＤＸ人材を育成する必要があるため、基本方針の下、令和５年４月に策定された「大

阪市ＤＸ人材育成方針」に基づき、DX人材育成に関して次の役割を担います。 

・DX を推進する上での組織マネジメントに必要な知識習得の支援に関すること 

・DX を推進する上で所属においてコアメンバーとして変革に取り組む人材を育成する

こと 

・DX の実践につながる専門的なデジタル知識やスキルの向上を図ること 
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④デジタル統括室の取組 

➢ ＤＸ推進の役割に応じた人材育成 

  組織において、DX の方向性を示す役割を持つ管理監督者（局部長級）に対して、

各所属において大阪市全体の最適を踏まえ、DX を組織的に推進するために、最新の

動向や技術など必要な情報を学べる研修を実施します。 

組織・プロジェクトをけん引する役割を持つ管理監督者（課長・課長代理級）に対

して、各所属において DX を推進するため、サービス利用者の目線で業務やサービス

全般・業務のやり方を見直し、課全体やプロジェクトをけん引するための知見を共有

し、必要な知識やスキルの習得を支援します。 

DX 推進の中心となり取組の企画立案・実現の役割を持つ職員に対して、各所属に

おいて DX を企画から実装まで中心となって推進するマインドや高度なリテラシーを

持ち、企画推進のためのスキル習得できる研修を実施します。 

 

➢ ＤＸに関する専門的な研修 

DX で課題解決する思考方法・進め方の習得や DX の実践につながる専門的なデジ

タル知識やスキルを習得できる研修を実施するとともに、DX 推進に関する専門的な

情報や学習教材を提供します。 

 

（６）人事部門 

①人事課の役割 

人事部門の役割は、各種人事制度や働きやすい職場環境づくりなどを通じて、すべての

職員の意欲や能力を最大限に引き出し、組織力を向上させていくことにあります。 

そのために、意欲・能力・実績・中長期的な人材育成等を重視した任用（人事異動、昇

任・昇格など）に努めながら、ワーク・ライフ・バランスの確保や職場環境の改善、女性活

躍の推進等にも取り組みます。 

 

②人事課の取組 

➢ 人事異動 

区長・局長公募や庁内公募、ＦＡ制度、自己申告制度などを活用し、職員の意欲・能

力・実績を重視した適材適所の人事異動を実施することにより、職員の持てる能力を

発揮できるようにするとともに自己啓発意欲を喚起します。 

また、人事異動においては、多様な経験の積み重ねや組織横断的な人的ネットワーク

の形成についても考慮します。このうち、係員の異動については、区役所と局室の双方

を経験することを基本とします。一方、特に高度な専門性を必要とする職域について

は、意欲・能力のある職員に同一業務を相当期間経験させることも検討します。こうい

った、中長期的な視点での人材育成も見据えた人事異動により、多角的な観点から市

政を見つめることのできる人材（ゼネラリスト）や、高度な専門性を有する人材（スペ

シャリスト）を計画的にバランスよく育成していきます。 
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➢ 昇任・昇格 

客観的な評価に基づき、意欲・能力・実績のある職員の登用を徹底し、組織の活性化、

職員のモチベーションの維持・向上につなげます。特に、意欲・能力・実績のある女性

職員を積極的に管理職に登用し、一層の活躍を推進します。 

 

➢ 人事評価・自己申告 

より効果的な OJTの実施や自己啓発の動機付け、組織目標の共有化、働きやすい職

場づくりのためには、職場におけるコミュニケーションが非常に重要であり、管理監

督者は、日頃から部下職員と密にコミュニケーションを図らなければなりません。 

人事評価（人事考課・目標管理）と自己申告においては、管理監督者と部下職員との

コミュニケーションを図るための機会として、面談を実施することとしています。 

人事評価の面談においては、管理監督者が部下職員の優れている点や改善点、来期に

向けて期待する点などを具体的に説明し、評価結果を人材育成や能力開発につなげる

ことが求められます。また、管理監督者が区・局運営方針を活用することなどによって

市政の方向性や組織目標等を示すとともに、部下職員は、組織目標に沿って自己の業

務の意義や位置付けを認識することも重要です。 

自己申告においては、職員一人ひとりが、キャリアデザインシートの記載を通じて、

自分自身のキャリアをデザインしながら、主体的に能力開発に取り組む契機にすると

ともに、管理監督者は面談において、業務遂行上のアドバイスやキャリア形成に向け

たアドバイスはもちろん、ワーク・ライフ・バランスの確保に向け、勤務等に際して配

慮が必要な事項を確認し、状況に応じた休暇制度等を紹介することが求められます。 

こういった面談の機会が、職場におけるコミュニケーションに一層貢献するよう、研

修の実施や分かりやすい情報発信など職員一人ひとりへの周知浸透を進めます。 

 

➢ 働きやすい職場環境づくりの推進   

職員が安心して能力を発揮できる働きやすい職場環境づくりに向け、原則定時退庁

とする取組推進期間の設定、管理職向け研修の実施などにより、時間外勤務の縮減や

休暇取得の促進、男性職員の育児の支援にも取り組みます。また、職員の個々のニー

ズに合わせた勤務形態や業務の効率性アップと多様な働き方が実現できる勤務環境の

構築に取り組み、より一層、職員のワーク・ライフ・バランスを推進します。 

 

➢ 職場の健康管理等に関する取組 

職員がその能力を最大限に発揮し、質の高い市民サービスを提供するためには、職 

員一人ひとりが心身ともに健康であるとともに、信頼感・安心感のある関係性のもと、

誰もが働きがい・やりがいをもって職務に専念できる職場環境を整えることが大切で

す。 

本市では、大阪市職員心の健康づくり計画に基づき、体系的な職員研修の実施、健康
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管理にかかる情報提供、こころの健康相談窓口の設置、ストレスチェックを活用した

職場環境改善、長時間勤務者に対する産業医等による面接指導等、メンタルヘルス対

策に取り組みます。また、「ハラスメントの防止等に関する指針」に基づき、各所属に

おける内部相談窓口や、ハラスメントに関する外部通報窓口を整備する等により、ハ

ラスメントの防止と早期解決に取り組みます。 

 

➢ ＨＲテクノロジー7を活用した人事施策等の実施 

人事関連の業務をより効率的かつ高度に行うため、採用管理、労務管理、人事配置、

育成管理、人事評価、エンゲージメント調査など様々な分野へのクラウドシステムな

どのデジタル技術の活用を検討していきます。 

 

 

 

 

５ 人材確保に向けた基本的な考え方 

 

急速な社会情勢の変化や民間、自治体間の人材獲得競争が激しくなる中において、優秀な

人材を確保することはますます重要な課題となっています。 

転職によるスキルアップ志向や、民間企業における採用トレンドの変化といった社会情勢

の変化に対応するため、新卒採用だけでなく、社会人経験者の採用など、多様な人材の確保

に向けた効果的な取組をさらに進めていく必要があります。 

とりわけ高度な専門性が必要な分野における専門人材については、様々な任用形態で採用

するなど、優秀な人材の獲得をめざします。 

 

６ 人材確保に向けた具体的な取組 

 

（１）公務の魅力の発信 

より多くの受験者に訴求し有為な人材の確保へとつなげるため、各種 SNS や動画配信

により大阪市の魅力を幅広く発信するとともに、民間就職フェア等での採用説明を行うな

ど、オンラインと対面の両方で広報活動を推進します。 

また、技術職などの専門職については特に人材確保が困難な状況にあることから、イン

ターンシップやオープンカンパニーなどを通じて、積極的に公務の魅力を直接伝えていき

ます。 

 

 

7 HR（HumanResource）テクノロジーとは、人事・総務・労務で用いられるシステムやサービスの総称です。 

 



- 18 - 

 

（２）多様な試験方式の工夫 

採用試験の申込など各種手続きにかかるデジタル化をさらに進展させるとともに、試験

実施においてはテストセンター方式の拡充や動画審査を行うなど、受験にかかる負担を軽

減することで受験者の拡大を図り、より多くの受験者獲得に向けた取組を進めます。 

 

（３）多様な人材の採用 

  新卒者のみに限らず、経験者採用などを実施し、多様な経験や知識・専門性を有する優

秀な人材の確保に向けた取組を推進します。 

 

（４）新たな採用制度の創設 

  他自治体や民間企業との人材獲得競争が激化する中において、優秀な人材を確保するた

めの効果的な取組がますます重要になっており、年度途中採用や採用試験スケジュールの

前倒しなど、採用制度の見直しを実施するとともに、知識や経験を有する即戦力人材の獲

得に向けた新たな採用枠の創設なども検討し、実施していきます。 

 

（５）外部人材の活用 

高度な専門性や識見を有する民間人材について、任期付職員での任用等、多様な任用形

態のもと、確保できるよう努めていきます。 

区長及び所属長については、内外公募を実施し、多様な人材の中から、これまでの行政

感覚や行政慣行とは異なる視点や発想で、さまざまな課題に対して有効な指摘や改善策を

講じることができる人材の登用を引き続き進めていきます。 

 

 

 

おわりに 

 

職員は自らのキャリアについて考え、主体的に自己啓発や能力開発に取り組み、また、管

理監督者はマネジメント力の向上により、職場における人材育成機能を高めます。 

人事部門ならびに人材育成部門は、人事異動や研修などを通じて多様な経験を積み重ねる

ことによって、職員の能力向上を図っていきます。 

 

市政運営を支えるのは、一人ひとりの職員であり一つ一つの職場です。市民から信頼され

る市政運営を確立するためには、職員が自律的に成長するための努力を行うことも大切です。 

また、職員の所属や業務内容はそれぞれ異なりますが、大阪市のために働くという使命は

同じです。大阪市は、職員がいきいきと働き、持てる能力を活かすことで組織に貢献し、よ

りよい大阪市政の実現を果たすことができるよう、本基本方針をもとに人材育成及び人材確

保に取り組んでいきます。 


